
                                

 

 

 

地方独立行政法人長野県立病院機構 

第２期中期計画に係る変更の認可について 
 
 

健康福祉政策課 
 
 

１ 変更の目的 

消費税の税率の引上げに伴い使用料及び手数料の額を改定するため、第２期中期計画（計

画期間：平成２７年度～令和元年度）の改正を行う。 
 
 

２ 根拠法令 

地方独立行政法人法第２６条第１項、第８３条第２項及び第３項 
 
 

３ 変更内容  (別紙のとおり) 

消費税法の一部改正により、現行８％の消費税率が、令和元年 10月 1日に 10％に引き上げ 

られることに伴い、現行の計画のうち料金に関する事項について必要な見直しを実施する。 
 

４ 中期計画の変更日 

  令和元年１０月１日 
 
 
 

（参考） 

 ○地方独立行政法人法 

（中期計画） 

第２６条 地方独立行政法人は、前条第１項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定

めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の

長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。（第２項以下略） 

 （料金及び中期計画の特例） 

第８３条 （第１項略） 

２ 公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第２６条第２項各号に掲げる事項のほか、料金

に関する事項について定めるものとする。 

３ 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第２６条第１項の認可をしよう

とするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 
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